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衆
議
院
議
員
棚
橋
泰
文
君
提
出
内
閣
総
理
大
臣
鳩
山
由
紀
夫
君
の
脱
税
疑
惑
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
六
ま
で
、
八
、
九
の
�
及
び
�
、
十
並
び
に
十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
鳩
山
由
紀
夫
衆
議
院
議
員
の
政
治
家
個
人
又
は
私
人
と
し
て
の
活
動
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

七
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

相
続
又
は
贈
与
に
よ
っ
て
得
た
資
産
等
が
実
質
的
に
労
働
の
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
か
否
か
は
、
そ
の
取
得
に
至

る
経
緯
等
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
適
用
さ
れ
る
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
を
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
金

融
環
境
に
か
ん
が
み
、
時
限
的
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
優
遇
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
配
当
所
得
を
含
め

た
証
券
税
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
税
制
調
査
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

相
続
税
に
つ
い
て
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
地
価
の
下
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
基
礎
控
除
の
引
下
げ
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た

一



め
、
再
分
配
機
能
が
果
た
せ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
や
金
融
資
産
の
増
加
な
ど
の
環
境
の
変

化
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
大
綱
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
沿
っ
て
、
格
差
是
正

の
観
点
か
ら
、
相
続
税
の
課
税
ベ
ー
ス
、
税
率
構
造
の
見
直
し
に
つ
い
て
平
成
二
十
三
年
度
改
正
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い

る
。

九
の
�
に
つ
い
て

資
産
等
報
告
書
及
び
資
産
等
補
充
報
告
書
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
鳩
山
由
紀
夫
衆
議
院
議
員
の
政
治
家
個
人
と

し
て
の
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
国
務
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
規
範
」
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
く
資

産
公
開
上
の
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
資
産
に
つ
い
て
は
、
同
規
範
上
、
就
任
時
及
び
辞
任
時
に
公
開
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
そ
の
増
減
を
把
握
し
て
い
な
い
。

二


